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　不法な漁獲物の流通を防ぐ「特定水産動植物等の国内
流通の適正化等に関する法律」が４日、参議院本会議で全
会一致で可決され成立した。国産品、輸入品それぞれにつ
いて、不法漁獲されやすい魚種を政府が指定し、取扱業
者に対し生産の合法性を証明する情報の伝達・記録を求
める。施行日は法律公布から２年以内。（４面に関係記事）
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